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男
女
共
同
参
画
と
は
…

　『
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
「
女
ら
し
さ
」、

「
男
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
や

考
え
方
に
と
ら
わ
れ
ず
、
男
女
が
お
互

い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
、
家
庭
や
地
域
、

職
場
な
ど
の
様
々
な
場
面
で
、
と
も
に

支
え
あ
い
な
が
ら
個
性
や
能
力
を
発
揮

す
る
こ
と
』
で
す
。

　
で
は
、
こ
の
「
家
庭
や
地
域
、
職
場

な
ど
の
様
々
な
場
面
」
と
「
個
性
や
能

　
自
ら
の
意
思
に
よ
り
働
こ
う
と
す
る
、

す
べ
て
の
女
性
の
活
躍
を
迅
速
か
つ
重

点
的
に
推
進
す
る
た
め
、
平
成
27
年
9
月
、

『
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推

進
に
関
す
る
法
律
』
が
成
立
し
ま
し
た
。

一
方
で
、「
6
歳
未
満
の
子
供
を
持
つ
男

性
が
育
児
を
す
る
時
間
は
39
分（
内
閣
府

平
成
27
年
版
男
女
共
同
参
画
白
書
）」
と

い
う
調
査
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
、
男
性
が
子
供
を
遊
ば
せ

る
光
景
を
よ
く
見
る
よ
う
に
な
り
「
イ

ク
メ
ン
」
な
る
言
葉
を
耳
に
す
る
機
会

も
増
え
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
子
育
て

の
一
場
面
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
家
事
や
育

児
を
「
手
伝
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識

力
を
発
揮
す
る
こ
と
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
は
ど
う

思
わ
れ
ま
す
か
？

　「
家
庭
」
と
は
家
の
中
の
家
族
の
こ
と
、

そ
の
ま
ま
家
庭
を
言
い
、「
地
域
」
と
は
、

近
所
や
町
会
、
あ
る
い
は
学
校
区
域
な
ど

の
範
囲
や
単
位
を
指
し
ま
す
。
ま
た
、「
職

場
」
と
は
勤
務
先
や
そ
の
中
で
の
一
組
織

を
指
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
様
々
な
場

面（
シ
ー
ン
）」
を
指
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
個
性
」
と
は
、
個
々
の
考
え

方
や
性
格
、
長
所
や
特
徴
、
あ
る
い
は
好

き
な
も
の
や
興
味
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
言

い
ま
す
。「
能
力
」
と
は
、
特
技
や
で
き

か
ら
、「
一
緒
に
や
る
」
に
今
後
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　
ま
た
、
す
で
に
超

※

高
齢
社
会
に
突
入
し

て
い
る
今
、
男
性
、
女
性
の
ど
ち
ら
か
一

方
だ
け
で
な
く
、
一
緒
に
家
事
・
育
児
・
介

護
と
仕
事
を
す
る
こ
と
で
、
労
働
力
が
確

保
さ
れ
、
こ
の

よ
う
な
社
会
に

も
対
応
で
き
る

よ
う
に
な
る
と

思
い
ま
せ
ん
か
。

　
一
人
で
も
多

く
の
人
が
「
男

女
共
同
参
画
」

に
つ
い
て
考
え
、

活
動
・
実
践
し

て
い
く
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

る
こ
と
、
成
し
遂
げ
る
力
を
言
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、「
男
女
共
同
参
画
」と
は
、『
男

女
が
お
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
、
家

庭
や
近
所
、
町
会
、
あ
る
い
は
勤
務
先
な

ど
で
、
と
も
に
支
え
あ
い
な
が
ら
長
所
や

力
を
発
揮
す
る
こ
と
』
と
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
も
う
少
し
身
近
に
考
え
て
み

る
た
め
、
日
頃
か
ら
男
女
共
同
参
画
に
つ

い
て
、
学
び
を
深
め
な
が
ら
イ
ベ
ン
ト
や

啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
「
男
女
共

同
参
画
桶
川
市
民
の
会
」
有
志
の
皆
さ
ん

に
ご
意
見
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

 

Ｑ　
女
ら
し
さ
、
男
ら
し
さ
っ
て
？

Ａ　
女
性
も
男
性
も
強
さ
と
優
し
さ
が
必
要

だ
か
ら
、「
女
ら
し
さ
」
や
「
男
ら
し
さ
」

の
枠
が
あ
る
と
窮
屈
に
感
じ
ま
す
。

 

Ｑ　
仕
事
と
家
庭
、
両
立
す
る
た
め
に
は
何

が
ポ
イ
ン
ト
？

Ａ　
も
ち
ろ
ん
、
家
族
の
理
解
と
協
力
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
社
会
の
認

識
と
法
的
な
整
備
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

 

Ｑ　
も
し
生
ま
れ
変
わ
る
な
ら
男
？
女
？

Ａ　
私
は
「
女
の
く
せ
に
」
と
幼
い
頃
か
ら

言
わ
れ
続
け
て
き
た
の
で
、
男
性
に
生
ま

れ
て
み
た
い
で
す
。

 

Ｑ　
配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
を
人
前
で
何
と

呼
ん
で
い
ま
す
か
？

Ａ　
私
は
名
前
で
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
私
の

回
り
で
は
、
夫
を
「
主
人
」
や
「
だ
ん
な
」、

妻
を
「
家
内
」
や
「
奥
さ
ん
」
と
呼
ぶ
人

が
多
い
か
な
。
そ
れ
ぞ
れ
言
葉
の
意
味
を

知
っ
て
い
る
の
か
気
に
な
り
ま
す
ね
。

 

Ｑ　
「
誰
の
お
か
げ
で
生
活
で
き
て
い
る
ん

だ
！
」
こ
れ
っ
て
Ｄ
Ｖ
？

Ａ　
身
体
へ
の
暴
力
だ
け
が
Ｄ
Ｖ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
言
葉
で
相
手
の
心
を
傷
つ
け
る

の
も
Ｄ
Ｖ
な
ん
で
す
よ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
の
中

で
な
に
げ
な
い
言
葉
や
行
動
が
、

男
女
共
同
参
画
の
視
点
か
ら
見
る

と
、
お
か
し
な
こ
と
が
い
ろ
い
ろ

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
一
緒
に
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
！！

学
ぼ
う
！
男
女
共
同
参
画 

～
入
門
編
～ 

男
女
共
同
参
画
情
報
『
か
が
や
き
』
広
報
版

平成27年度男女共同参画セミナー「パパによるおはなし会」の様子

　
平
成
11
年
に
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
16
年
が

経
ち
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に
「
男
女
共
同
参
画
っ
て
何
？
」、「
難
し
そ
う
…
」、

「
自
分
に
は
関
係
な
い
！
」
と
い
う
声
を
聞
き
ま
す
。

　
桶
川
市
で
も
「
桶
川
市
男
女
共
同
参
画
都
市
宣
言
」
か
ら
17
年
、「
男
女

共
同
参
画
推
進
条
例
の
制
定
」
か
ら
13
年
が
経
過
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ

身
近
な
問
題
と
し
て
の
認
識
が
高
い
と
は
言
え
な
い
状
況
で
す
。

　
本
来
、
誰
に
で
も
身
近
な
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
特
集
し
ま
す
。

詳
し
く
は
詩
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

男
女
共
同
参
画
の
視
点

か
ら
考
え
て
み
る
と

埼玉県における桶川市の男女共同参画の豆知識 クイズ！　○に入る数字を考えてみよう
①：○番目に男女共同参画都市宣言　　②：○番目に男女共同参画推進条例を制定　　③：○番目に男女不平等苦情処理委員を設置前ページクイズの答え　①：２　 ②：３　 ③：１　　　※超高齢社会…総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が21％を超えた社会

【作成協力】男女共同参画桶川市民の会有志

桶川市男女共同参画都市宣言

男女がともに

人間としての

自立と平等を基本理念として

性別を超え

世代を超え

多様な生き方を認め合い

自らの意思で

あらゆる分野に

参画できる社会をめざし

ここに桶川市は

「男女共同参画都市」を宣言します

平成10年12月18日　

 

Ｑ　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
っ
て
な
に
？

Ａ　
社
会
的
・
文
化
的
に
創
ら
れ
た
性
別
で

す
。
セ
ッ
ク
ス
は
生
物
学
的
な
性
を
言
い
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
社
会
的
な
性
を
言
い
ま
す
。

 

Ｑ　
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
っ
て
な
に
？

Ａ　
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
言
い
ま
す
。

 

Ｑ　
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
っ
て
な
に
？

Ａ　
人
が
本
来
持
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
生

き
る
力
を
湧
き
出
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

 

Ｑ　
Ｄ
Ｖ
っ
て
な
に
？

Ａ　
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の

略
語
で
、
親
密
な
関
係
間
で
の
暴
力
を
言

い
ま
す
。
例
と
し
て
、
身
体
的
、
精
神
的
、

性
的
な
も
の
の
ほ
か
、
経
済
的
な
暴
力
も

あ
り
ま
す
。

 

Ｑ　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
っ
て
な
に
？

Ａ　
人
を
困
ら
せ
る
こ
と
や
嫌
が
ら
せ
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。
例
と
し
て
、
セ
ク
ハ
ラ
、

パ
ワ
ハ
ラ
、
マ
タ
ハ
ラ（
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
）の
ほ
か
、
モ
ラ
ハ
ラ（
モ
ラ
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

 

Ｑ　
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？

Ａ　
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
頭
文
字

で
す
。性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
も
言
い
ま
す
。

民
間
企
業
の
調
査
で
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
自
認

す
る
人
は
全
体
の
7.6
％
と
い
う
結
果
が
あ

り
、
こ
れ
は
、
約
13
人
に
１
人
の
割
合
と

な
り
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
に
よ
く
出
て
く
る

こ
の
言
葉
　
ご
存
じ
で
す
か
？
　

女性としてのさまざまな悩み・・・
　夫婦や子ども、仕事や職場、友人や自分自身など、
誰にも話せなかった悩みを話してみませんか？
県外の女性相談専門のカウンセラーが相談をお受
けします。
　相談日時▶毎月第2・4月曜日（原則）※予約制
　　　　　　10：00～12：00、13：00～16：00
　　　　　　相談時間は一人50分
　相談場所▶市役所仮設庁舎相談室

女性相談 ～フェミニストカウンセリング～
　アソシエは、男女共同参画社会の実現を目指し
て、学習、交流をするための場所です。
　男女共同参画に関する図書・行政資料などの閲
覧、貸し出しも行っています。ぜひ、お気軽にご
利用ください。
　場　　所▶さくらフレンド（勤労青少年ホーム内）
　開設時間▶9：00～21：30（原則）
　利用方法▶予約は不要です。
　※室内での飲食はご遠慮ください。

アソシエを知っていますか？

そ
も
そ
も
「
男
女
共
同

参
画
」っ
て
な
に
？　　

こ
れ
か
ら
の　
　
　
　

　
　
　
男
女
共
同
参
画
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●
申
告
に
必
要
な
も
の

①
市
県
民
税
申
告
書
（
会
場
に
あ
り
ま
す
）

②
印
鑑

③
平
成
27
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
の
期
間

の
収
入
金
額
や
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
源

泉
徴
収
票
、給
与
明
細
、収
支
内
訳
書
な
ど
）

④
各
種
控
除
を
証
明
で
き
る
も
の
（
平
成
27

年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
や
証
明
書
な
ど
）

（
例
）
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
保
険
料
、

介
護
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険

料
な
ど
。
医
療
費
控
除
を
申
請
す
る
人
は

領
収
書
と
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
「
医
療

費
の
明
細
書
」。
障
害
者
控
除
を
申
告
す
る

人
は
障
害
者
手
帳
や
控
除
認
定
書
な
ど
。

●
郵
送
で
の
受
付

　

記
入
・
押
印
済
み
の
申
告
書
に
源
泉
徴
収

票
や
各
種
控
除
証
明
書
な
ど
（
コ
ピ
ー
可
）

を
添
付
し
て
次
の
送
付
先
へ
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。
必
要
な
資
料
が
同
封
さ
れ
て
い
な
い

場
合
や
、
扶
養
控
除
の
記
入
が
さ
れ
て
い
な

い
な
ど
の
場
合
は
、
所
得
や
控
除
を
修
正
し

ま
す
。
資
料
は
返
却
し
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
送
付
先
　
〒
363
―

8501
住
所
記
入
不
要

　
　
　
　
　
桶
川
市
役
所 

税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

　
●「
市
県
民
税
申
告
会
場
」で
の
申
告
受
付

　

申
告
は
な
る
べ
く
指
定
さ
れ
た
受
付
日
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

指
定
さ
れ
た
受
付
日
に
申
告
に
来
れ
な
い
と
き
は
、
３
月
７
日
㈪

～
15
日
㈫
（
土
・
日
を
除
く
）
の
間
、
市
役
所
税
務
課
で
受
け
付
け

ま
す
。

●
申
告
が
必
要
な
人

　

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
桶
川
市
内
に
住
所
を
有

し
、
次
の
①
～
③
の
ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
人

①
所
得
税
の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
を
含
む
）
を
す
る

人
②
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
人
や
厚
生
労
働
大
臣
な
ど
か
ら
市
役
所
に

公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人
で
、

他
に
所
得
の
な
い
人
※
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
各
種
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
申
告
が
必
要

で
す
。

③
市
内
に
住
む
家
族
・
親
族
の
税
金
上
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る
人

▼
年
金
収
入
が
400
万
円
以
下
で
、
か
つ
他
の
所
得
が
20

万
円
以
下
に
よ
る
確
定
申
告
が
不
要
の
人
で
も
、
年

金
天
引
き
以
外
の
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料

控
除
、
地
震
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
、
扶
養
控

除
な
ど
の
追
加
の
控
除
が
あ
る
人
は
、
市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
で
す
。

▼
平
成
27
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
人
も
申
告
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

市
県
民
税
の
申
告
の
ご
案
内

　
２
月
22
日
㈪
か
ら
市
県
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
市
県
民
税
の
申
告
内
容
は
、
課

税（
非
課
税
）証
明
書
や
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。
日
程
を
確
認
の
上
、
３

月
15
日
㈫
ま
で
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
の
日
程
は
１
月
号
広
報
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
詩
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

受付日 対象地区 受付会場

２　
月

22日㈪ 北・南・東・西・神明・小針
領家

桶川東公民館
（末広2丁目8番29号）

23日㈫ 坂田・坂田東

24日㈬ 末広・若宮・寿

25日㈭ 朝日・加納・篠津・五丁台・
舎人新田・倉田・赤堀

３
月

１日㈫ 鴨川・泉
市役所分庁舎
（上日出谷937番地の1）２日㈬ 下日出谷・下日出谷西

３日㈭ 上日出谷

４日㈮ 川田谷 農業センター
（川田谷4414番地）

受付時間 ▼午前９時～11時、午後１時～３時30分
※期間中は、市役所税務課での申告の受け付けは行いません。
※上記受付日以外は受付会場に税務課職員がいないため、申告の受け付けはできません。
※毎年、申告初日や午前中は会場が大変混み合います。できるだけ混雑を避けてご来場
ください。
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。


